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I. ガイドライン作成主旨 
  JTB グローバルマーケティング＆トラベル（以下、JTBGMT）は一般社団法人日本旅行業協会（以下、JATA） 
 公表の「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン」及び各事業パートナー（宿泊、鉄道、航 
 空、バス、海運、外食業、小売業等）の各業界ガイドラインに留意し、旅行のお客様にサービス提供をす 
る為のガイドラインを作成致しました。 

  また、JTBGMTは環境変化の応じた最善の対応方法を都度検討する為、本ガイドラインを改訂しながら業
務推進をさせて頂く事となります。 

   
II. 旅行出発前 

1. JTBGMTにおける通訳案内士・斡旋員・添乗員との打合せ方と体調自己管理に関して 
(1) 打合せ方 

JTBGMTは感染リスクを軽減させるため、JTBGMTからの事前に打ち合わせ内容書面を元に、通訳案内 

士・斡旋員・添乗員とは可能な限り通信での打ち合わせを進め、対面での打ち合わせを行う場合は、 

マスクを着用し、対人距離（2mを目安）を確保を致します。 

 

(2) 体調自己管理 

JTBGMTは通訳案内士・斡旋員・添乗員に対し、感染予防対策として、マスク着用・手洗いうがい、 

検温等を元に体調管理を要請致します。 

             
2. JTBGMT(通訳案内士・斡旋員・添乗員含む）は以下の各事業パートナー別ガイドライン要旨を理解した上

で、業務を進めてまいります。 
(1) 交通機関 

① 鉄道 
・ お客様に対し、可能な限り、乗車時のマスク着用及び会話を控えめにする事の要請を致しま

す。 
・ お客様の座席の配置形態や輸送形態等に応じて、密接した会話などを避けるための対策を実

施致します。 
② 航空 

・ お客様の座席は配置の見直し、一部席の使用禁止等を実施致します。 
・ お客様に対し、可能な限り、搭乗時のマスク着用及び会話を控えめにする事の要請を致しま

す。 
・ 体調不良のお客様に対しては、体温測定を実施し、37.5℃以上の発熱があり、咳や倦怠感等

の症状が見られるなど感染症が疑われる場合は、搭乗のとりやめを要請し、待機している旅
客が密集しないよう誘導等の必要な対応を取ることを実施致します。 

③ バス 
・ お客様の座席は利用状況を踏まえ、バス車内の一部の座席の使用を禁止することやお客様と

乗務員や乗客同士の間隔を空ける様、努めます。 
・ バス車内には、可能な限り手指消毒がある場合液を装備し、お客様の乗車時に手指消毒の要

請を致します。 
・ お客様に対し、乗車時のマスク着用及び会話を控えめにする事の要請を致します。 
・ 運行中の車内換気を適宜実施致します。 

④ ハイヤー・タクシー 
・ お客様の座席は、可能な限り後部座席に乗車するよう要請を致します。 
・ お客様に対し、乗車時のマスク着用及び会話を控えめにする事の要請を致します。 
・ 運行中の車内換気を適宜実施致します。  

 
(2) 宿泊施設 

① 基本対応 
・ お客様と従業員及びお客様同士の接触をできるだけ避け、可能な限り対人距離の確保（2ｍ

を目安に）を致します。 
② 施設到着時 

・ 従業員によるお客様への説明は、可能な限り文書の配布や動画の紹介等を導入致します。 
・ 団体のお客様へは、チェックインは代表者がまとめてチェックインを行い、団体が一つの場

所に固まらず、分散して待機を行うよう要請をする場合があります。 
③ 大浴場 

・ 入場人数を制限がある場合は、お客様に注意を促します。 
・ お客様に浴室、浴槽内における対人距離の確保の要請をお願いする場合があります。 
・ お客様に浴室、浴槽内における会話を控えることの要請をお願いする場合はあります。  

④ （食事）宴会場 
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・ 参加人数、滞在時間の制限、席の間隔に留意致します。 
・ お客様に食事開始まで、マスク着用を要請する場合があります。 
・ お客様に入場前に、手洗いまたは手指消毒がある場合の利用促進を要請する場合があります。 
・ 横並び着席や座席レイアウトの変更等に留意致します。 
・ 鍋料理や刺身盛り等は一人鍋、一人盛りに極力変更、従業員が取り分けをする等工夫を致し

ます。  
⑤ （食事）部屋食 

・ 横並び着席座席レイアウトの変更等に留意致します。 
・ 可能な限り、一度に料理を提供し、従業員とお客様の接触を極力減らす（従業員からの料理

説明を料理説明メモに変更等）工夫を致します。 
・ 鍋料理や刺身盛り等は一人鍋、一人盛りに変更をする事等、工夫を致します。 

⑥ （食事）ビュッフェ 
・ ビュッフェ方式をセットメニューでの提供に代えること等を検討致します。 
・ ビュッフェ方式で食事を提供する場合には、料理を小皿に盛って提供する又は従業員が料理

を取り分ける等、工夫した対応を実施致します。 
       

(3) 食事施設 
① 座席は横並び、対角線、間隔を空ける等を意識致します。 
② お客様へは、可能な限り食事中の会話についても控えていただくよう要請をする場合があります。 
③ お客様と従業員との接触をできるだけ少なくすることに留意致します。（従業員からの料理説明

をメモに変更する等） 
④ 従業員は可能な限りマスクを着用し、食事前の手指消毒がある場合はお客様に利用促進を致しま

す。 
⑤ 可能な限り、一人一皿の工夫を致します。 
⑥ バイキングや大皿から各自が取る事を極力避ける工夫を致します。 
⑦ 室内換気を適宜実施を致します。 

 
(4) 見学施設（社寺・TDL・USJ他入場施設等） 

① 施設毎の一回の利用人数・利用時間に留意した運営を致します。 
② お客様には可能な限りマスク着用等を促し、入退場時の手指消毒がある場合は周知徹底を致しま

す。箇所により、マスク着用が必須の場合もあります。 
 
III.旅行中 

1. お客様へは、感染予防の観点で以下のお願いをさせて頂きます。 
(1) マスク着用、手洗い、うがい、手指消毒（設置個所のみ）利用の要請を致します。 

 
(2) 移動中の車内や機内において会話の自粛や小声での会話の要請を致します。   

    
(3) 行程内各利用個所のガイドラインの従った行動要請を致します。 

 
(4) 感染リスクを避けながら安全に旅行していただく為に「新しい旅のエチケット」の内容をご確認を要

請致します。 
       

2. お客様に感染疑いがある場合 
(1) お客様の発熱が 37.5°以上の場合は、お申込みの海外旅行会社、オーガナイザー等へ、JTBGMTから

報告をさせて頂きます。その後は JTBGMTからの報告・指示に従って頂く事となります。 
 

(2) JTBGMTは以下の対応を実施致します。 
① お客様が新型コロナウイルス症状事例（風邪の症状や 37.5℃以上の発熱、強い倦怠感や呼吸困

難等）に当てはまる事を確認致します。 
② JTBGMTは厚生労働省の「具合が悪くなったとき」のご案内（以下 URL参照）の通り、JNTOの地

域別検索サイト又はコールセンターで対応可能な病院を特定後、連絡を取り、病院の指示（PCR
検査実施可否含む）に従う事となります。 

・ 英語：https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html 
・ 韓国語：https://www.jnto.go.jp/emergency/kor/mi_guide.html 
・ 繁体字中文：https://www.jnto.go.jp/emergency/chc/mi_guide.html 
・ 簡体字中文：https://www.jnto.go.jp/emergency/chs/mi_guide.html 
・ 日本語：https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html 

 
③ お客様又は海外旅行会社が加入している保険会社が窓口になる場合は、お客様対応は保険会社と

https://jtbgmt.ecbeing.biz/cms/jtbgmt/images/news/pdf/「新しい旅のエチケット」日英版.pdf
https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html
https://www.jnto.go.jp/emergency/kor/mi_guide.html
https://www.jnto.go.jp/emergency/chc/mi_guide.html
https://www.jnto.go.jp/emergency/chs/mi_guide.html
https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html
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なりますが、JTBGMTは状況把握の為、病院から情報収集をさせて頂きます。 
④ お客様が新型コロナウイルス感染とわかった場合、同行のガイド、添乗員、斡旋員、JTBGMT社

員及び残りのお客様・ツアーは、公的機関（医療機関及び保健所官公署等）の指示に基づき動く
事となります。 

⑤ JTBGMTは上記状況報告を海外旅行会社、オーガナイザー等に報告をさせて頂いた上で、ツアー
催行可否の確認を実施致します。対応上、必要な経費は海外旅行会社、オーガナイザー、お客様
等にご負担を頂く事となります。 

       
以上 


